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第４巻ｉ

　

第 ２号

（１） 席

　

弁証法的論理学といわれる場合その意味内容はもとよ

り一義的ではないが、例えば形式論徹理学が同一性の論理

といわれるに対して、これが矛盾の論理といわれ、或は

静止の論理に対して運動の論理といわれる様に、一般に

形式論理学との対立に於て語られる，然し乍ら形式論理

学といわれる場合に於てもその中には種々なる立場、形

態があり、 池上博士はこれらを意識論理学、 対象論理

学、純粋論理学の三つに大別すると共に、これ
・らを何ら

か統一綜合する如き一つの綜合論理学を企図すべきこと

が現代論理学に課せられたろ最も重要な課題の一つとせ

られる

　

俳も更に進んでか る綜合論理学が意味的側面

の論理学として、いわば静止の論理学であるのに対し

て、運動の論理学ともいうべきものの要求せられること

を当然として弁証法的論理学をあげ、この両者はその取

扱う暦乃至領域に於て互に異り，夫々の存在権を保有する

ものと考えておられる様であるが、またそれら両者は何

らかの基礎に於て更に統一せられるか、或は何らか一層

高次の立場に於て綜合せられ得るか、これも根本的には

現代論理学の重要問題とせられている。１ノ

　

形式論理学内部の多様性について語り得ると同時にま

た弁証法についてもヘーゲル、キエルヶゴール、唯物弁

証法、無乃至場所の弁証法等種々なる内容のものを挙げ

得るであろう。 たゞしこれらの弁証法はすべてヘーゲル

に由来し何れもその批判としてあらわれたものであって

夫々の批判の立場に従って同じく弁証法といってもその

意味内容が同一でないことはいうまでもない。 弁証法を

論理学の体系に確立したのはいうまでもなくヘーゲルで

あるが、ヘーゲル自身は自己の論囲学を単に「論理の科

学」 ＷｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｄｅｒＬｏｇｉｋと呼んだのであった。 この

ことはすべての先行の哲学体系を論理的理念の進展・の段

階的表現とみて２）これらを揚棄されたものとして包含す

るところの贋に論理の科学といい得るものにまで初めて

体系づけ確立したという自負においてであったであろ

う。彼は自己の立場を「この学の従来のやり方と異り将

来永久に論理学のよるべき唯一の贋なる立場である」と

言っている。均

　

アリスｒテレスの論理学、カントの先験

的論理学等先行の論理学はヘーゲルからみれば、その思

惟規定に必然性がなく非体系白勺として未だ贋の意味の学

ではなかったのである。 従ってそれらの所謂形式論理学

は彼の論理の科学に・いわば対立するものではな．く し

て、むしろそれらを素材として自己の中に含むものとせ

られるのである。事実われわれは彼の論理学の中に先行

の哲学体系にあらわれた範聴はすべてこれを見出し得る

であろう－し、また体系的構成そのものが哲学史的発展の

要約であると言い得るのである。

　

これに対してヘーゲル以外の弁証法論者にあってはヘ

ーゲルが確立Ｌた弁証法的論理学に対して、これを観念

論的、連続的等として種々なる立場から批判し夫々虞の

弁証法を説くのではあるが、然しそれらは哲学の方法乃

至哲学的思索の論懲ではあっても、まだヘーゲルの如き

意味に於ける論理の科学にまで体系化せられているとは

言い得ないのであってこの意味に於て夫々の立場からの

「論理学」への体系化が要請せられるのである。 若し体

系化が企図せられるとすれば、その際勿論ヘーゲル論理

学の体系が根本的にかえりみられるであろうが、更に現

代にあっては、ヘーゲル段後特に十九世紀後半以降現代

に及ぶところの論理学の理論的部面に於ける多種多様な

る展開が、論理学の進歩に対して如何なる寄興をなした

かを深くかえりみなければならぬであろうっ 而して最近

に於てはまた、形式論理学の形式性を徹底化し、 言語的

或は心理的要素を最大限に排除して純粋に推理の機能を

発揮せんとする記号論理学ＳｙｍｂｏｌｉｃＬｏｇｉｃ，Ｌｏｇｉｓｔ改め

の発展をみるにいたったことに注目しなければならぬで

あろう。蓋しこのことは従来の形式論理学にまとわりつ
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いていた形而上学的思弁を可能な限り招けて、本来の学

　　　

的性格を明瞭ならしめたものとして大きな関心をひくの

　　　

である６）このことは弁証法的論理学の体系化にあたっ

　　　

て、形式論理学の本質を如何にみ、如何に評贋す・べきか、

　　　

これと如何なる関係にあるかの問題６峰こ対して一つの手

　　

懸りを輿えるものではないかと考えられるのである。関

係はその関係するものの規定如何によって自ら決定せら

れるとすれば形式論理学と弁証法的論理学との関係如何

も、夫々その本質を如何にみるかにかかっていることは

いうまでもない。特にヘーゲル批判を如何なる立場に於

て行い、如何なる弁証法をとるかということは根本問題

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

に属する。

　　　　

小論に於ては、併し乍ら、これらの問題を直接に論究

　　　

せんとするのではなく、上連の如きいわば論選学的歌泥

　　　

の下に、両者の関係を、ヘーゲルに於ては形式論理学が

　　　

どの様にみられているか、 アリストテレス、 カント、 ヘ

　　　

ーゲル三者の間にはどの様な内面的連関があるか、而し

　　　

てまたヘーゲルの論理的なもの、弁証法がどの様な性格

のものであるか、という点から考えてみたいと思うので

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

註１）池上鏡三 ： 論理学１３５頁１３６頁

　

２） Ｈｅｇｅｌ： Ｂｎｃｙｃｌｏｐａｄｉｅｓ８６Ｚｕｓａｔｚ２

　

３） Ｈｅｇｅｌ： Ｗｉｓｓｅ・１ｓｃｌ・ａｆｔｄｅｒＬｏｇｉｋＩＢＱ．Ｓ．２９

　　　

なお Ｔｅｘｔ

　

はすべてラッソン版であるが 鳶口ｃｙ‐

　　

ｃｌ， の

　

ＺＩ１ｓａｔＺはグロツクナー版から訳された松

　　

村一人氏のものを借用した。

　

４）池上博士は記号論理学を対象論理学の一つとし

　　　

フッセルの言う如き形式的存在学の一科として

　　　

の数学と同一にみるのが適当．であるとされる。

　　　

（論理学１１０頁以下）

　

５）この点に関しては記号論理学を形式論理学の発

　　

展とみるか、或は別種のものとみるかという問

　　　　　

題があるかも知れない。 （務合理作；場所の論

　　　　　　

理学

　

２０頁）

　　　　

６），両者の関係についてはソ連に於ても討論されて
いる様であるが（粟田賢三：形式論理学と弁証
法「思想」１９５２．８）紹介による限りでは問題は

　　　　　

必ずしも明瞭となったとは言えない様に考えら
れる。

（２）・形式論理学に対ずるヘーゲ′レの評償

　

ヘーゲルにとって哲学の歴史は「その本質的な内容か

らみ．れば、過ぎ去ったものをではなく永遠で絶対に現存

的なものを取扱うのであり、その成果は人間の精神が犯

し，たさまざまな過ちの陳列場ではなく、神々の姿のまつ

られてあるパンテオンに比すべきものである。 そしてこ

れらの神々の姿は弁証法的発展をなして次々とあらわれ

る理念の諸段階である」１）と考えられる。哲学史上の諾々

俊

　　

夫

の体系の変遷と交替、より先の体系がより後のものによ

って批判され反駁される，ということの鱈実の意味は、或

る体系が反駁されることによってそれはもはや全く成立

せず、単に棄て去らるべきものという如き、抽象的否定

的にのみ解すべきではなくして、かの論理的理念の展開

が抽象的なものから具体的なも．のへの進展をなし、一般

により後の体系がより先の体系をａｌ・ｆｈｅｂｅｎされたもの

として自己の中に含むものと考えられる。従ってまた最

も初期の体系が最も抽象的であり最も貧しいといわれ

る。 ヘーゲルが「論理学」の始めを「有論」有、無、成

からはじめるのは、彼が贋の哲学史の始めとするところ

の、有のみがあり無は存在しないということによって絶

対者を有として把握するバルメニデス、すべては流れる

として生成を説くヘラクレイトスに対臆すると共にその

後のカテゴリーの展開は哲学史の進展と相関連するので

ある。ヘーゲルに於てはかくして論理的理念の展開は哲

学史の進展と対臆するものとなる。勿論カテゴリーの秩

序が現実の時間的順序とそのま 直ちに同一ではない。

体系は体系自身の原理によって発展する。だが歴史と体

系との連関についてのヘーゲルの考えがわれわれの関心

をひくのは彼が論理学を単に思弁によって紡ぎだしたの

ではなくして、その根底には深く哲学史更には現実の本

質的把握の上に立っているということである。

　

斯の如く人間の認識の発展は抽象的から具体的へ、一

面的から全面的へ、旧きものはより新しきものによって

揚棄されたものとして包含されつつ発展する。 過去の体

系はいわば新しき光によって高い秩序から再び照らしだ

されるのであるとも言い得よう。・史上の学説の辿る運命

が以上の如きものとすればヘーゲルの弁証法的論理学と

先行の形式論醒学との間にもまた斯の如き一般的関係を

見出すことが出来るであろう。即ち彼は言う、 「，思弁的

論理学は以前の論理学及び形而上学を含み同じ思惟形式

法則及び対象を保存するものであるが、 しかし同時によ

り進んだ諸カテゴリーをもってこれらのカテゴリーを発

展させ変形するのである」２）と。 だがより立入って考え

よう，

　

アリストテレスによって大成されカントによってアリ

ストテレス以来少くも進歩しなかったと評せられた所謂

形式論理学について、ヘーゲルは「哲学史」の中で次の

様に言っている。 「アリストテレスの論理学は有限的思

惟の博物学」３） でありその短所は「思惟や思惟の－－孤

立したものとしての－－運動に於て個々の契機がばらば

らになっているということ」即ち「沢山の種類の判断や

推論、矛盾律等が孤立してそれ自身だけで贋理性をもっ

とされる、が然しこの様に孤立していてはそれらは贋理

円
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性をもたない」のであって「それらの全体性のみが贋理

であり、それらはただ贋選の材料、無形式の内容たるに

過ぎない」従ってこの論理学の根本的欠陥は人がしばし

ば非難する様に「単に形式に過ぎない点にあるのではな

くして、却ってそれらが形式をもたず余りにも内容的す

ぎる点にある」と。
４）

　

一般に現代に於ても形式論理学に対する非難はその形

式性にあるとせられるがその意味は二重である。 即ち一

方に於てはそれが単に思惟の形式的規則に過ぎず対象或
は実在に無関心であるという点に於て、他方に於ては反

対にそれが言語的或は心理的要素を含むが故に純粋では
なく・その意味に於て形式生が不徹底であるという二方面

よりの非難である。 がヘーゲルはアリストテレス論理学

の欠点を上達の如くそれが有限的思惟の博物学であり、
思惟諸規定が無形式であること、 むしろ内容的すぎると

いう点に見出している。 有限的思惟とは直接的に且個別

的に経験によって見出される如き、ヘーゲルの所謂抽象

的悟性的思惟であって、後にふれる如く、これを彼は論

理的なもののごつのモメント６）の第一のモメントとして

あげ次の如く説明している。 「悟性としての思惟は固定

した規定性と、この規定性の他の規定性に対する区別と

に立ちどまっており、この様な制限された抽象的なもの

がそれだけで成立し存在すると考えている」６）と。 即ち

アリストテレス論理学はか る悟性的思惟諸規定のばら
・ばらの寄・せ集めであり、それらの間に必然的連関がなく

非体系的であること、恰も「アリストテレスの全哲学が

そうである様に、彼の論理学はその諸規定の系列が一つ
の必然的な体系的全体へはめこまれる様な改祷を本質的

に必要とする」７）とみるのである。 ヘーゲルにとって学

とは体系であり論理学は思惟諸規定の体系でなければな

らない。体系的であるということはすべての思惟諸規定
カテゴリーが必然的連関のラちにもたらされ一定の位置

を奥えられるということである。然もそれは外部からそ

うされるのではなくして、論理的なるものが自己自身か

らその内面的必然性によって然かあらしめるのでなけれ

ばならぬＪ

　

この意味に於てアリストテレスの十腕瞳もカ

ントの十二範噌もともに彼にとって不十分といわねばな

らなかったのである。いうまでもなくヘーゲル哲学の根

本原理はロゴスであり、それは弁証法的なるものとして

あらゆる存在の内的魂、現実の世界のあらゆる運動、あ

らゆる生命、あらゆる活動の原理であつた，思惟、思惟

規定、範噂、概念、理念、 理性等というもこれらはかか

るロゴスのその働き方による種々なる表現であって、そ

の限りまた異るものではあるが、根本的には同一のロゴ

スにほかならない。論理学はか るロゴスの「純粋な即

ち副雀の抽象的領域にある理念の学」であり「理念は、
形式的な思惟としての思惟でなく、思惟に固有の諸規定

および諸法則の発展する全体としての思惟であって、然

も副佳はこの様な全体を自ら作り出す」９）のである。 彼

に於て理念、概念といっても、それは単にイデー或は抽

象的普遍ではない。それは固定的静止的に彼岸に要請せ

られるものではなくして、活きて働くものであり、現象

過程のなかに自己否定的に自己を実現するところの所謂

生ける実体であり更には主体

　

Ｓｕｂｊｅｋｔ

　

であるとせられ

る。思惟というもそれはか るロゴスの活動性をあらわ

すものとして単に心理的主観的なものではない。丁，思惟

を主観の他の能力と並んだ一つの心理的主観的活動とし

て、 その諸規則諸形式を経験を通じて研究するのが従来

の論理学の内容であり、その創始者はアリストテレスで

ある」ｌｏ）。 之に反してヘーゲルの思惟は全存在の動的魂

としてむしろ客観的なるものであり形而上学的存在その

ものである。 「論理学は従って形而上学と一致する。な

ぜなら形而上学とは思想のうちに把握された事物の学で

あり、そこでは思想は事物の本質的諸規定を表現するも

のと考えられたからである」。ｎに に思想とは即ち思惟

規定である

　

思惟規定は事物の本質的規定にほかならな

い。 思惟と存在との一致はヘーゲルの根本的前提であ

り、 それは「精神の現象学」によって到達された絶対知

の立場であった。 「精神の現象学」を前提としてはじめ

て「自然及び有限精神の創造以前の永遠なる本質におけ

る神の叙述」１２）といわれる論理学が、而して彼の全哲学

エンチクロペデイムの体系の世界が形成せられるのであ

る。

　

斯の如くヘーゲルに於て思惟、思惟諸規定が生動的な

ロゴスそのものであり、存在の魂、その本質的規定その

ものであるとすれば、この様な思惟規定はもはや単に形

式に過ぎないものではなく、いわば絶対的形式でありむ

，しろ内容そのものである。 ということは逆に言えば、そ

れ自身無限なるロゴスの働きとしての思惟規定でなけれ

ば虞選、鱈実在に適合しないということ、有限なる思惟

規定では無限なるもの・贋なるものを捉えることは出来

ないということである。‘従って論理学の課題は思惟規定

をそれ自身として研究すること、言い換えれば、それの

鱈理性を思惟そのものから導き出し吟味することである

と．言い得るであろう。 アリストテレス的形式論理学はこ

の意味に於てその思惟規定を吟味せず有限的な悟性規定

にとどまっていたと言わねばならない。 斯の如き抽象的

な悟性的思惟諸規定をそれだけ切り離して窮極的なもの

と考える最も手近な例として彼はカント以前の形而上学

をあげる。彼にょれば旧形而上学は思惟規定を事物の本

一
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・

　　　　　　　　　　

和

　　

久

質的規定とみ、存在するものは思惟されることによって

自体的に認識されるという前提に立っている点に於ては

批判哲学より根本的に正しい立場に立っていると され

る。 が然し「この形而上学は一般に絶対者の認識はそれ

に述語を輿えるという仕方で行われうるということを前

提し悟性の諸規定に特有な内容及慣値を吟味もしなけれ

ば逃語を輿えることによって絶対的なものを規定すると

いう形式を吟味しなかった」Ｍ）という点に根本的欠陥が

あったと批判するのである，

　

ところでこの様な旧形而上学の思惟諸規定を橡討し思

惟規定がどの程度贋理の認識へ導き得るかを吟味したと

いう点において、ヘーゲルはカントの批判主義に極めて

重要な意義を認めるのである。 周知の如くカントは樽続

的形式論顔学をいわば完成した学問とうけとりながら

も、それが対象から離れて単に思惟の形式的法則のみを

版扱うにとどまり，、認識の原理としては不十分であると

して、対象との連関にかかわる限りの１思惟の実質的内

容を究明すべき、新なる内容の論理学、認識論的論理学

が必要であると考えたのであった。
‘所謂先験的論理学は

これにこたえるものであった。そこでは、認識の成りた

っ憐件として、アプリオリ－な形式と、それともま異質的

なあるもの即ち経験的対象、内容が奥えられなければな

らなかった，が認識の客観性即ち普遍妥当性は思惟的自

我の本源的同ー性カントの所謂先験的統覚に基く構成に

よるものとせられて、 所謂コペルニクス的轄回がなされ

たのであった。併しカテゴリーの適用はあくまで経験の

領域、現象界に限られるのであってそれを超えて無制限

に、無制約者にまで拡大されるならばず反象の論理、 二律

背反に陥らざるを得ず、然もまたこのこ滅法思惟に不可

避なものであることも認めたのであった。この様なカン

トの考えに対してヘーゲルはカントが悟性概念即ち思惟

規定の償値乃至妥当性を批刻糠討したことに意義を認め

たことは先にふれた通であった。 が
‘然しこの批判はこ

れら思惟諸規定の内容及び思惟諸規定相互の特定の関係

そのものに向けられるのではなく、それらを主観性（感

性的素材）と客観性（普遍妥当・性）との対立という面か

ら考察した」１６）に過ぎないとした。 カントに於ては思惟

規定は客観性をもっとせられたけれども－－そしてそれ

は自己意識の先験的統一によるものとせられた－－結局

はやはり主観的なものに過ぎず、物自体とは越えること

の出来ない深淵によってへだてられた。この様を悟性的

思惟規定が有限でありその領域内を動いている認識は遂

に無限なるもの、無制約者の世界に到達することができ

ないとした点に於てはカントの批判は正しいけれども、

その理由が、 それら思惟規定の主観性に帰せられ物自体

俊

　　

夫

は縄体の彼岸であるとした点は正しくないとヘーゲルは

指摘する。ヘーゲルによれば悟性規定の有限性はその主

観性にあるのではないも それらはそれ自身の内容からい

って有限なのである。 それらは自分で自分を吟味し自己

自身に即して自己の限界を規定し自己の欠陥を指示しな

ければならない。これは思惟の本性として思惟に内在す

る弁証法的活動そのものにほかならない。併も思惟規定

は単に主観的であるのではない．それは同時に物および

対象的なもの一般の自体である。 従ってそれはカントの

様に主観的か客観的かと対立させられて結局は両者とも

に主観性に帰せられ、反対の側には

　

ｃａｐｕｔｍｏｒｔｕｕｍ と

しての物自体が残されるという・
如き仕方ではなく、問題

はあくまでも思惟規定の内容そのものでなければならな

いとするのである。

　

カントにとっては、 しかし、思惟はやはり主観的活動

と考えられるから、思惟諸規定の体系づけも結局は心理

学的記述的基礎にもとづかざるを得ない。 カントがカテ

ゴリーを、既に経験的に枚挙されている判断の諸種類か

ら１反出したことは周知の通りである。そこにヘーゲルの

上達の批判がでてくるわけである。

　

カントの論理学に関しては更にカントが消極的にでは

あるが正当にも指摘したところのアンチノミーを、ヘー

ゲルが積極的に評贋し弁証法的モメントとして坂上げた

ことにふれなければならないであろう。だがこのことは

余りにも認められているのでこ｝ではふれない。１６）

　

さて以上の如くヘーゲルがァ・リストテレス的形式論理

学およびカントの論理学に欠陥としてみたものはこれを

一言にしていう・ならば、それらの思惟諸規定、カテ
ゴリ

ーが有限的或は抽象的悟性的規定であり、それだけ孤立

して窮極的なものとせられたこと、それらが思惟そのも

のから本質的に導出せられず必然的連関にもたらされな

かったことであったと言い得るであろう。然し乍らこれ

らアリストテレス、カントの論理学に対するヘーゲル論

理学の関係を単に以上、の如く言うことは実は極めて一面

的外面的に過ぎない。両者とヘーゲルの内面的連関は余

りに深く密接である。 このことについては更めて（４）

に於てふれることにしたいｏ

註

　

Ｉ） ＢＩ］ｃｙｏｌｏ１〕ａｅｄｉｅ昼８６ｚｎｓａｔｚ２

　　

２）ｉｂｉ‘１．Ｓ９

　

３）ヘーゲル：哲学史 翼下信一訳

　

ｉ２５頁

　

４）・同上

　

ヱ３９頁

　　

５）賦ｎｃｙｃｌ． Ｓ

　

７９

　

６）ｉｂｉｄ・ 吾８〇

　

７）ヘーゲル：哲学史

　

邦訳

　

１４１頁

　　

８）Ｅｎｃｙｄ． ｓ１４

　　

９）．ｉｌ，｝ムー． 義１９

一

　

３４

　

－



弁証法と形式論理学

１〇）ｉｂｉｄ． 膏２〇

１りｉｔ）ｉ（１・ 義２４
１２） Ｗｉｓｓｅ１１８ｃｌｍｆー

　

ｄｅｒ

　

Ｌｏｇｉｋ

　

Ｉ

　

Ｂｄ，Ｓ，３１

ー３）図・ｌｃｙｃｌ． Ｓ２４

　

Ｚーｌｓａｔｚ２

１４・ｉｂｉｄ． Ｓ２８

　

彼はまた３１節に於て「，命題乃至列

　

．断とｖ・ぅ形式は具体的なもの一一員実なものは

　　

具体的である－－および思弁的なものを表現す

　　

るに適しないものであって、判断はその形式に

　　

よって一而的でありその限り言誤っているもので

　

あろＪ

　

とい言う。

　

１５）ｉｂｉｄ． 誉４１

１６） 「アンチノミーの員実で積極的な意味はあらゆ

　　

る現実的なものは対立した規定を自分のうちに

　

含んでおり、従ってある対象を認識もっとはっ

　

きり言えば概念的に把握することは、 対象を対

　

立した規定の具体的統一として意識することを

　

意味する、 ということにある」。．（Ｂｎｃｙｃｌ．８４８

　

Ｚｕｓａｔｚ）

（３） 論理的なものの三側面と同－性原理

　

ところで・それだけでは質実ではないとせられた悟性

的規定はヘーゲル論理学に於てはじめて質の位置を奥え

られるつ即ちエソチクロペディーの中で次の様に言う。
「論理的なものは形式上三つの側面をもっている、｛ィ｝抽

象的或は悟性的側面

　

｛ロ１弁証法的或は否定的理性の面
｛ノ一思弁的或は肯定的理性の側面がそれである」１，

） そして
これを説明して「これら三つの側面は論理学の三つの部

分を構成するのではなくして、 あらゆる論理的実在的な

ものの契機、即ちあらゆる概念または贋なるもの一般の

契機である。そしてこれらをすべて第一のモメントであ

る悟性的なものの下におき、かくしてそれらを別々に分

離しておくこともできる。 然しそのようにしてはそれら

は贋の姿に於て考察されないのである」と。 既に述べた

如く論理学は論理そのものの本性から必然的に導出せら

れねばならない。論理そのものの本性は即ち弁証法であ
りこれが論理学の唯一の質実の方法である。何故ならそ

れは内容そのものに内在するものであり、事象そのもの
の歩みであるからである。 かかる弁証法とは勿論彼の論

理学
．
の行程全体がこれにこたえるものであるけれども、

その一般的性格は上に引用した論理的なものの三側面に

みることができるであろう。 しかし差当りここでは例の

悟性的なものが論理的なものの第一のモメントとされて

いることに注意したいのである。ヘーゲルがここで述べ

ている様に悟性的、否定的理性的、肯定的理性的という

三側面は同じ一つの論理的なものであり、ただその働き

の面から別の表現がなされているのであって、その限り

また別のものとも言い得る。 が然しそれらを別々に切り

離すならば虞実ではなくなるということが強調されねば

ならない。

　

さて悟性の本性はあくまで固定した規定と区別を固執

することである。 形式論理学がか る悟性の働きのみを

論理とみることは既に述べた通である。いうまでもなく

思惟はこの様な悟性的思惟にとどまってはいない

　

然し

悟性のこの働きをヘーゲルは単に消極的にみないで第一

の契機として絶対に鉄くことのできないものとしたので

ある。この悟性の働きの重要性を彼は種々の例をあげて

張調している。２） 論理的なものの第ー契機としで悟性は

あらゆる領域を貫いている。 弁証法を理解するときもし

悟性の働きを否定的にのみ考えるならば、すべては室な

るものとなるであろう。であるから第二の契機たる弁証

法的或は否定的理性的なるものを説明するときに、それ

がもし」悟性から切り離されてそれだけが主張されると単

なる否定をこととする懐疑論におちいること、或は論弁

となること 或は「ああも考えられ、こうも考えられる

という様な理由をてととする日和見主義に過ぎないも

の」８）となることを警告するのである。

　

だが区別と規定を固持する悟性的思惟は決して窮極の

ものではない。ここで形式論理学の根本原理たる同一律

「ＡはＡである」、 また否定的には矛盾律「Ａは非Ａで

ない」という思惟法則について考えることによっで悟性

的規定の本性をより明らかにしよう。

　

ヘーゲルは同一性の原理を本質論の反省諸規定、 同一

性、区別（差異性、対立・矛盾）、 根拠のトリアーヂ１）

の中で取扱っているがこれを要約すれば次の如くであ

る。５ノ

　

彼によれば形式論理学の同一性命題は抽象的悟性

の同ー性であるという。勿論上に述べた如く事物を区別

し固定して明確ならしめることは悟性的思惟の重要な働

きであった。然し論理的思惟はこの様な規定にとどまっ

てはいない。実はこの命題にいい表されている内容自身

がそれを示している。何故ならこの命題Ａ＝Ａは外観上

は単に同語反覆の如くであるけれども「Ａは」というこ

とはそれが「Ａである」として同じことが繰り返される

ことによってむしろ反対のことが生じ無があらわれてく

る。 「Ａは」というのは一つの始りであってその眼前に

はやがて到達さるべき或る異ったものが想い洋べられて

いる。 ところがこの始りは異ったものに到達しない。即

ち「Ａは・・′…△である」。 Ａは非Ａを、無を、否定を媒介

としてはじめてＡ′であり得るのである。 そこには同ー性

そのものの中に区別（差異性）が表されている。 もっと

もこの区別、他者は単に仮象として、 直接的な消滅とし

てあらわれてはいるけれども。 若し同一性を区別と切り

離して別なものとみれば、即ち抽象的同ー性に従って

「ＡはＡである」 「ＢはＢである」等々というとき、そ
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こにみられているのは同一性ではなくして区別である。

　　

ぅ。即ち「それには思弁的論理学から弁証法的なものと

この様に同一性の命題の形式のなかには単純な自己関

　　

連性的なも，のとを取りさえすればいい。すると普通の論

係、抽象的同一性以上のものが含まれているのである。

　　

理学と同じもの、即ち有限であるにも拘らず無限なもの

従って同一性は自己自身の中に区別を含むものとして捉

　　

と考えられているさまざまな思惟規定を寄せ集めて記録

えられねばならない。悟性的思惟が同一性に固執して区

　　

したものになってしまう」。８’

別を排除する限りそれは抽象的形式的同ー性といわなけ

　　　

然しこの論理的なものの三契機については更に内面的

ればならない。 その限りまたそれは思惟の法則ではあり

　　

に理解されなければならないであろう。 悟性規定が自己

得ないというべきである。 矛盾律の命題「Ａは非Ａでな

　　

自身の矛盾によって自己を揚棄するとはどういうことで

い」は同一律の有する単純な否定性が展開されたもので

　　

あるか。．対立、矛盾とはどういうことであるのか等の間

ある。即ちＡが言い表されると共に非
△が、Ａの純然た

　　

いが深く問われねばならぬであろう。

る他者があらわれる。然しこの他者は単に消滅せんがた

　　　

いまこの論理的なものの進み行きを・、先の同
－操原理

めに自己を示すにとどまる。同ー注はこの命題の中では

　　

について述べたことに関連させて、Ａと非Ａとの関係と

否定の否定といぅ形で表現されているのである。かく
′の

　　

して、 ょり立ち入って考えてみよぅ。 前に述べた様に

如く同一性とは自己の中に自己の他者即ち区別を含み、

　

「ＡはＡである」ということは同一生そのものの隼面で

区別によりてはじめて同一性であるといいうる。 あらゆ

　　

ある区別を捨象するものとして抽象的悟性的といわれ

るものは自己自身の中に自己の否定を含んでいる。この

　　

たつ

　

同一性はそれ自身の中に区別を含むものであった。

内在的否定性があらゆるものを内面から動かすものであ

　　

つまりＡがいわれるためには非Ａ即ち自己の否定を伴わ

る。

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

．

　　　

なければならない。 非ＡがあってはじめてＡもＡであり

　

これが第二のモメントであって、それは「有限な諸規
‐ 得る。

・Ａが自己主張すればする程反面には非Ａも非Ａと

定の自己揚棄であり、．反対の諸規定への移行である」
６）

　　

して立ってくるｄ従ってＡと非Ａとは互に他者がある限

そして続けて次の様に言う「その贋の姿に於ては弁証法・

　

りあるといい得る。然しまた両者は反面には互に他者の

はむしろあらゆる悟性的規定、事物および有限なもの目

　　

非有、ないことによってある、 非Ａは．
Ａにとって非有で

身の本性であり」 「内在的超出であって、それによって

　　

なければならない、Ａは非Ａを排斥するのである。 だが

悟性的規定の制限性と一面性がその贋の姿に於て、すな

　　

Ａは非Ａが非有、ない限りＡもＡでなくなってしまう。

わち、それらの否定として示されるのである」。 こ
の様に

　　

即ちＡと非Ａとは両者はともに他者の契機であり各々は

第二のモメントは同じ論理的なものの働きであり乍ら区

　　

各自の否定、非有への関係を含むものとして夫々全体者

別と規定に抽象的肯定的にとどまらんとする悟性に対し

　　

であり、その他者が非有である限り自立的であるｏ

　

かく

て否定的対立的な働きであるから、これを別に表現して

　　

の如き関係が対立であるｏ従って対立の段階に於ては両

否定的理性的或は弁証法的というぇつけである。

　　　　　　

者は対立することによって、相互否定の関係において、

　

然しこの否定的或は弁証法的なるものは肯定的悟性的

　　

然も両立するのである。

なものの否定として、単に塞虚な無に解消するのではな

　　　

かくの如く悟性的艶注がＡを固定させようとし、これ

い。 何故なら弁証法は特定の規定の否定として
規定され

　　

に固執すればする程否定的契機が対立してくるのであ

たる内容を有するからその成果は抽象的或は直接的無に

　　

る。 しかも論理的思惟はかかる対立の段階にとどまらず

帰するのではなく積極的肯定的成果をもっといわねばな

　　

に更に一歩進んでゆく。 それは対立そのものの中から、

らぬからである。これが第三の肯定的理性的或は思弁的

　　

それ自身の本性によって、新なる段階、矛盾へ進むので

といわれる側面である。 「思弁的或は肯定的理性的なも

　　

ある。 矛盾は対立の尖鋭化であり両者の斗争である。
い

のは対立したニリの規定の解消と移行とのうちに含まれ

　　

まやＡは非Ａを非有として包含するよりはむしろ排斥す

ている肯定的なものを把握する」７Ｊ

　　　　　　　　　　　　

る６排斥する限りに於て関係をもっというに過ぎない。

　

以上の如く論理的なものは三つの契機をもつがそれら

　　

両者は互に他者を排斥しつつ自立的全体的たらんとす

は何れもその一つをそれだけ切寓ｉＥ嶺，ま員実から遠く離れ

　　

る。 しかも自己を主張すればするほど、実
は自己自身を

ることは度々述べた通である。ところが形式論理学はそ

　　

ほりくずしてゆく。Ａが立てば立つほどヲＥＡも立ってく

の一契機たる悟性の受命理学に過ぎない。之に対して思弁

　　

ると共にＡが非Ａを排斥すればするほどＡ自身の否定に

的論理学は上述の如き論理的なものの本性に即して三つ

　

導くからである。 これが矛盾であるｏ この様な動揺不安

の契機を含むものであるから、もし悟性論理学を作りだ

　

．の中に、 矛盾の契機が

　

Ｚｕｇｒｍｄｅｇｅｌｌｅｕ することによ

そうとすればそれは極めて簡単であるとへ← ゲルはい

　

って，根底の同一性が回復してくる。 根拠がこれである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一
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およそ以上の如きが同一性、区別（差異性、対立、矛盾）

根拠のトリアーデの内容であろうと解せられるの・であ

る。
９）

註 １）Ｅｎｃｙｃｌ． Ｓ，７９

　

２）ｉｂｉｄ． Ｓ．８０ Ｚｕｓａｔｚ

　

３）ｉｂｉｄ， Ｓ．８１

　

４）同一性、 区別（差異性１対立、矛盾）根拠のトリ

　　　

アーデは大論理学と小論理学とでは相違がある

　　

がここでは小論理学による。 また区別の中のト

　　　

リアーデは武市健人氏の「へ←ゲル論理学の体

　　　

系」１０９頁以下に従ったものである。‘

　

５） ＷｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｄｅｒＬｏｇｉｌ〈＝Ｂｄ，Ｓ．２８一３２

　

６）震ｎｃｙｃｌ． 暮．８１

　

７）ｉｂｉｄ． Ｓ．８２

　

８）ｉｂｉｄ． Ｓ，８２

　

９）弁証法の対立、矛盾をこの様に抽象的に論ずる

　　　

ことには疑問がある様にも考える。 がｖ・まはも

　　

っぱらヘーゲル理解のための見地から一隠この

　　　

ままマこしておいた。

（４） アリストデレス－－カント－〒ヘーゲル

　

さて一般に論理学をその成立の基礎乃至地盤について

考えるならば、そこには常に特定の形而上学がその背景

をなし裏付けとなっていることは、しばしばいわれる通

である。アリストテレスの論理学もまたギリシャ的形而

上学を背景とし彼の存在論．と深く結び付いていることは

いうまでもない。彼の論理学は単に思惟の形式的法則の

学ではなく本来実質的な存在の学であったといい得るｂ

何故なら思惟の法則は存在そのものの法則であって、矛

盾種は一つの存在の法則であったし、推理の関係は存在

の連関でもあった。範噂は単に類概念ではなくして実体

と属性との帰属関係として、存在者の諸形態であった。

思惟と存在との同ー陛、存在論と論理学との一致は彼の

根本的立場であつたからである。論理的なものは同時に

内容的実質的であるといわなければならない

　

この点に

関しては既に遊べた如くヘーゲルもまた同様に論理学と

存在論との同一の立場を継承している。 しかしアリスト

テレスの存在は本質存在、形相であり、弁証法のそれは

現実存在である点が異るともいわれる。Ｄ このことはア

リストテレスとへ←ゲルについてより立ちいって言えば

次の様に考えられる。

　

周知の様にアリストテレスに於て、存在とは何かを問

うことは実体を問うことにほかならなかったが、実体と

は主語となって述語とはならぬ個物であった。 類、種の

如き一般者はかかる個物に対してはその述語の地位に．あ

るに過ぎぬからして、個物が第一次的実体であるに対し

て一般者は第二次的実体とせられる。ここに働いている

のは内属の論理であり所謂主語の論理である。ところで

個物は可能態としての質料と現実態としての形相との合

成として、動的過程に於て、即ち形相或は本質の個物に

於ける実現としてとらえられる。 アリストテレスがここ

にみているのは生成変化の中にあって自己同一を維持す

る形相的実体であり本質である

　

個物のいわば実体性は

従ってその本質に、形相にあるといわばな らない。認

識とは本質の認識であり、掌はこ
．こに成り立つとせられ

る。質料それ自身はもともと無限定のもの・として認識・の

対象とはならず、また個物は消滅的であり永遠不動なる

ものではないからである。 この様にアリストテレスは実

体を本来的には個物としたのではあったが、一方彼はま

たこの個物を構成する形相、
、質料をも実体とし、 しかも

結局に於ては形相、本質を贋の実体とし優位性をもっと

したのであるｄ本質は定義にあらわさるべき一般者であ

り所謂概念的実体である。従ってさきの主語の論理に対

して述語の論理が、包橘の論理がでてくるのである。 形

式論理はこの面の発展である。またここに彼が激しく批

判したところのプラトン的イデアがよみがえる のであ

る。 アリストテレスの存在が本質存在といわれる所以で

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

この様に彼にあって個物とー般者、質料と形相との関

係の理論はアポリアにとどまりここには悟性論理を超え

るものがあるのであって、優越的には本質、形相が語ら

れはしたが、その優越性も本質
●、形相からはみでる質料

的なものを越えることはできなかった。本質は実在的な

ものすべてをのみこみはしないのである。 従って存在と

思惟との同ー性ということは実は制約があるといわなけ

ればならない。２」 へ［ゲルに於ては、 しかし乍ら、理性

的なものは現実的であり、論理的なものは現実的なもの

．をすべて吸収するのであっていわば絶対的存在 論であ

る。ここに於てはァリストテレスの実体乃至形相は深化

発展せしめられて質料的なものを余すと－ころなく議すの

である，従って弁証法の存在は現実存在であるといって

もヘーゲルにあってはその現実存在はどこまでも論理的

なものを超えるものではない。 かくの如くみればアリス

トテレスの本質存在はヘーゲルによって継承せられ形相

の面に於て徹底せられたのであって根本的にはまた同じ

であるといってよいであろう。

　

さて以上の如くヘーゲルはアリス・トテレスの存在論に

定位しているが、然し近代世界の人間として直接的には

カントの批判的継承の上に立つのである。 既に述べた如

くカントの先験的論理学は単なる思惟形式の論理学に対

して新に対象に関わる純粋思惟の法則を究明する論理学

を確立せんとするものであった。 がこのことは言いかえ

一３７
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和

　　

久

　　

俊

　　

夫

れは、存在に関わる限りの論難的なものの究明であり、

　　

かるものとしてアリストテレス、ヵント、ヘ←ゲル等の諭

その限りまたアリストテレスの存在論的論理学を継承す

　　

理学を、その内面的連関に於て、先行のものの継承発展・

るものでもあると言い得よう。この意味に於てはアリス

　　

としてとらえることができた。またか るものとして、

トテレスもカントの論理学もともにヘーゲルの所謂客観

　　

ヘーゲルにとつて形式論理学は抽象的悟性の論理と し

的論理学３ノに属する。ただしかし同時にカントは認識の

　　

て、彼の弁証法的論理学の体系の中に揚棄されたものと

普遍妥当性を問題をこしたのであつて実はこの点が彼の主

　

して包含されることにょってはじめて員の位置が奥えら

目的でもあった 而してそれを主観性に、自己意識の先

　　

れるとせられたのであった。 彼の弁証法的論理学はそれ

験的統一によらしめたことは先にみた通りである。この

　

，．自身絶対的存在論であり形而上学であって彼の全哲学体

意味では彼の論理学はヘーゲルの主観的論理学に属する

　　

系の魂であったつ

　

それはあくまでも、贋実なもの、具体

であろう。というのはヘーゲルにもまたカントと同じ様

　　

的なものを捉えんとする論理であった，従って弁証法言

に「方に於て客観的論理学をとると同時に他面その客観

　　

いかえればかかる形而上学の立場をとる限り、先行の存

的論理学の根源を主観のなかに求めて主観的論理学をと

　　

在論乃至形而上学としての形式論理学は弁証法の主要な

るからである。め

　

但し彼はカントの主観を理性全体に拡

　　

モメントとして揚棄せられるであろう。ヘーゲルの批判

大してあらゆる領域を理性乃至ロゴスによって組織せん

　　

はこ，の様な形式論理学批判であった。い

とするのである，従って彼に於て主観白編論理学といわれ

　　　

然し乍ら一般に形式論理学に於ては、現実存在および

るのも、主観的論理学即ち「概念及び理念の学」，にいわ

　　

心理的意識から離れた純粋意味の領域を設定し２）形而上

れる概念或は理念が、 客観的論理学の有と本質の統一と

　　

学的立場を排除しようとするところにその成立の基礎を

して実現されたロゴスであり、単に主観的なものではな

　　

おかんとする。 特に記号論理学は先にふれた如く従来の

くして主客の具体的統一として生ける実体、主体として

　　

形式論理学の形式性を徹底してそれにまとわりついてい

とらえられるからである。か る概念はまた「実体的力

　　

た形而上学的要素を可能な限り排除し記号的表現を駆使
として自由なものであり」６）「員の自由を実現するもので

　

・することによって純粋なる推理を取扱わんとする様であ

ある」６） ともいわれる」へ←ゲル・の論理学はしたがって，

　

る。 いま記号論理学につして語る資格はないけれども、
概念の、主体の、更には自由の論理学として、近代世界

　　

その成立の背景には数学基総論が轍ち難く結びついてお

の根本思想たる自由の原理によって貫かれているのであ

　　

り、 池上博士の言う如くフッセルの形式的存在学の一科

る，しかしここではそれらの内容に立入らない。 ただヵ

　　

としての数学と同様に考えられるもの 様である，

ソトの可能的，形式的自由がヘーゲルによって現実的実質

　　　

そこでいまいささか飛躍しすぎるけれども、形式論理

的自由に徹底せられたことを指摘するにとどめる。

　　　　

学と弁証法の関係について、単に予想的に語ることがも

以上の如くァリストテレス、カント、ヘーゲルの系列

　　

し許されるとするならば次の様に考えられないであろう

を内面的にみるならばこれを存在論的論理学の継承発展

　　

か。即ち、弁証法的論理学はヘーゲルの言う如くあらゆ

乃至完成としてとらえることが出来るであろう。

　　　　

，る存在、あらゆる運動の最も普遍的なカテゴリーの学と

註

　

ー）三木満：著作集第四巻１．７３頁

　　　　　　　　　

，

　

して、すべての個別科学のカテゴリーをその中に揚棄さ

　

２） アリストテレスとヘーゲルの関係については武

　　　

れたものとして包含するものである，或はその様な形雨

　　

市鰹人氏「ヘーゲル論理学の世界」上巻所載の

　　　

上学であるといい得る。 また、形式論理学は、記号論理

　　

Ｎ． Ｈａｒｔｎｍｎｎ

　

Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｕｎ〔ＩＨｅｇｅｌ

　

の紹介

　　　

学がその発展でありその現代的形態であるとすれば、そ

　

，

　

を参照した。

　

・３） Ｗｉｓｓｅｌ・ｓｃｌｌａｆｔ・（ｌｅｒＬｏｇｉｋＩＢ（１．Ｓ．４７

　

こ・でへ

　　　

してそれが一つの数学と考えられるならば、その限りに

　　　

－ゲルは自己の論理学を次の如く区分する

　　　　

於て、形式論理学はヘーゲル論理学の「有」論に於ける

　

市ｅｍｉ＊症ｅＬ噌ｋ襟 融資総評？墨

　

郁 無関心となった規定性としての 「量」の－形態とし

　　

ｄｉｅｓｕｂ，ｉｅ
ｋｔｉｖｅＬｏｇｉｋ３．ｄｉｅ工ｏｇｉｋｄｅｓＲｅｇｒｉぽＳ

　　　

て定位するものと考えられるのである。従って形デ賑倫理

　

４）武市健人： －ゲル論理学の世界 上巻７２頁

　　　　

学は、先ずそれに常にまとｚなりっじ・てきた形而上学から

　

５）Ｐ｝１・ｃｙｃｌ．Ｓ．１６０

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

分離せられ、一つの形式的数学的な個別科学として一定

　

６）ｉｂｉｄ． Ｓ．ｉ５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

の領域に於てその存立を保証せられるのである。一定の

　　　　　　　

（５） 結

　

， び

　　　　　　　

制限を超えて・言いかえれば現実存在或は具体的なもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

にかかわる限りそれは他の諸科学の分野に入るのであっ

　

さて上に述べてきた如く、形式論理学は一定の存在論

　　

て必ずしも妥当性をもたないこと言うまでもない。以上

乃至形而上学と結びついてはじめて有意義であって、か

　　

の如く形式論埋学と弁証法的論理学は同一の次元に於て
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併立乃至対立するのではなく後者は前者に対してより高

次の次元に於て成り立つと考えられる。 したがって従来

の形式論理学はかかる見地からその内容が再橡討せられ

る必要があるのではないかと考えられる・のである。

　

然し果して形式論理学が、単純に上の如きものとして

露せるか否かは勿論疑もあろうし、また記号論理学のい

う如く形而上学的立場を排除するといっても、それが如

何なる意味、程度に於て可能であるかにも問題があるで

あろう。

　

弁証法的論理学が・いわれる如く、一つの形而上学であ

り、反形而上学的、科学的なることが現代的とするなら

ば、弁証法的立場をとることはいわば

　

ｕｌｌｚｅｌｔｇｅｍｉｉｓｓ・な

考え方といわるべきであろうか。，

菩Ｅ

　

Ｉ）（３）に於ける同一性命題に対するヘーゲルの批

　　　

判は形而上学的批判といわれる。なおここで次

　

の点を申添えておかねばならなｖ・。即ちー般に

　

形式論理学の内容は所謂根本原理と概念論、・判

　

断論、推理！論を坂扱う。 従ってヘーゲルと形式

　

論理学の関係を全面的に坂扱うとすればそれら

　

を具体的に坂扱わねばならないであろうｏ

　

へ－

　

ゲル，論理学に於て
は本質論に於て根本原理を、

　

概念論に於て概念、判断、推理を１反扱ってい

　

，る。
・小論に於ては単に同一性の原理にふれたに

　

過ぎなＶ・ｏ
２）ヘーゲル的形而上学的批判に対してはか る立

　

場からの反批列がなされるわけである。なお斯

　

の如き「意味」を更に深く迫求してより広い、

　

高次の或は根源的意味乃至意義の領域を考え、

　

前者を後者の一形態と考える如き一つの知識哲

　

学の立場が成り立つかもしれない。 この様な場

　

合は本女でふれた様に既に哲学乃至形而上学の

　

領域であり従って弁‐語法的立場と対決しなけれ

　

ばならないで・あろう。，，

　

－ｉ９５２．１２．２０一

一
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